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て、機器そのものを新替することが多い。 
・ したがって、施設を再利用するとしても、機械設備部分は多くの点検や再生作業

を行うか、全て新替するかのどちらかである。 
・ 我が国での改修工事は、直接熱や水媒体に触れない、鉄骨部分やケーシング（機

械の胴体）を残して、その他の内部部品を新替することが多い。しかしながら、

我が国での改修工事は、清掃、点検を終えた清潔で管理された設備に対しての改

修であり、第 2 焼却工場のような、放置された状態ではないことが前提である。 
・ プラントの建築物としての耐久性は、機械設備に比べて大きいと推測される。し

かしながら、機械設備そのものを新替する場合、同じ寸法で同じ重量の設備で無

い限り、建築構造は、追加の補強を行わなくてはならない。建築構造は、たとえ

以前より計量の負荷（重量）が掛かったとしても、構造物全体での安定を保つた

めに、構造躯体の補強が必要になる可能性がある。 
・ さて、これらの課題をクリアした再生作業をした後に、焼却施設としての性能を

発揮するためには、各設備がそれぞれ本来の性能を発揮し、機器の集合体として

性能を発揮することが求められる。部分的な改善で作動する場合もあるが、シス

テム全体を改善しないと性能が発揮できない場合もある。 
・ また、第 2焼却工場は、1975年に操業を開始し、フランスの CNIMが設備サプラ

イヤーとなり、1回の大規模改修工事を経て、既に 40年以上が経過している。我

が国での清掃工場の寿命は、大規模改修をおこなったとしても 35 年から 40 年程

度であり（廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）、

2015 年 3 月改定、環境省廃棄物・リサイクル対策部）、既に老朽化が進み、解体

対象であると判断される。 
・ 更には、既存の設備を一部または全部を供用する改修工事では、性能を保証する

ために、既存設備のサプライヤー（ここでは CNIM 社）の設計で、実施すること

が通例である。 
・ このサプライヤーの協力を取り付けることによって、始めて性能保証ができる可

能性があるが、老朽化が進んでしまった第 2 焼却工場での保証を取り付けること

は、現実的には考え難い。したがって、改修工事を行う事業者は、自らがリスク

をとって、プラント機能の性能を保証することが推測される。 
 

本調査で検討する事業は、本邦企業が中心となって事業を推進することが目的のひ

とつであり、改修した工場をベースに収益性を求めることは、本邦企業が関与する事

業としてはリスクが大きすぎるため、現実的ではない。したがって、改修工事を行う

ことは現実的ではないと判断する。 
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図 7-4 第二焼却工場焼却炉建造物 

 

 
図 7-5 第二焼却工場焼却炉建造物 
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